
２０２６年３月 

 

セブンメイトＰＣサービス をご利用のお客さまへ 

 

株式会社七十七銀行 

 

振込手数料の改定に伴うＥＢサービス専用ソフトの操作手順のお知らせ 

 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、当行では、２０２６年４月１日（水）より、振込手数料を以下のとおり改定することといたしまし

たので、お知らせいたします。 

 振込の際、振込手数料を受取人負担（実費分を差引）としているお客さまにつきましては、変更登録が

必要となります。変更登録せずに現行の手数料のまま差引きして振り込まれた場合、受取人へ振込金額が

少なく入金されますのでご注意ください。 

 当行が提供するＥＢ専用ソフトの具体的な操作手順は「ＥＢ専用ソフトの振込手数料変更操作の手引き」

をご参照ください。 

 注．当行以外からＥＢ専用ソフトや専用機等を購入されているお客さまは、お取引金融機関にお問い合

わせください。 

＜振込手数料の改定内容＞                                （税込） 

 改定前 改定後 

同一店あて 本支店あて 他行あて 同一店あて 本支店あて 他行あて 

ファームバンキング 

振込手数料 

3 万円未満 
無 料 

110 円 385 円 
無 料 220 円 550 円 

3 万円以上 330 円 550 円 

 

 

 

 

＜ご留意事項＞ 

１．振込指定日が２０２６年４月１日（水）以降のお振込みについては、改定前に振込予約をいただい

た分についても、改定後の振込手数料が適用されます。 

２．３月中のお取引にかかる手数料を、４月に後納扱いで引落としする場合は、改定前の手数料が適用

されます。 

３．振込手数料を受取人負担（実費分を差引）とする場合、３月３１日（火）以前に４月以降の振込予約

を行う際は、当該取引操作時に変更登録を完了しておく必要があります。 

 

以 上 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

 

セブンメイトＰＣサービスをご利用のお客さま 

（当行からＥＢ専用ソフトを購入されているお客さま） 

「ＥＢ専用ソフトの振込手数料変更操作の手引き」はこちら 

七十七銀行 コンタクトセンター 
 フリーダイヤル０１２０－１４７１０７ 

受付時間：銀行営業日9:00～17:00 

https://www.77bank.co.jp/pdf/oshirase/ebsoft_sousatebiki.pdf

